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日 曜 朝会 ５月の行事 
１ 日   

２ 月 
全校 

(google meet） 委員会 内科（２年） 

３ 火  憲法記念日 

４ 水  みどりの日 

５ 木  こどもの日 

６ 金 全校 内科（１年） 

７ 土 安全  

８ 日   

９ 月  
内科（４年）避難訓練 

尿検査１次（２回目） 

10 火 
全校 

(google meet） 内科（移動教室前日）健診（６年） 

11 水  軽井沢移動教室①（６年） 

12 木  
軽井沢移動教室②（６年） 

内科（５年） 消防写生会（２年） 

植樹式 

13 金  軽井沢移動教室③（６年） 

14 土   

15 日   

16 月  運動会係児童打ち合わせ① 

17 火 
全校 

(google meet） 歯科検診（全） 

18 水   

19 木  
兄弟学年練習（３・５年） 

尿検査（二次検査） 

20 金 集会（google） 

兄弟学年練習（２・４年） 

学力向上を図るための調査（タブレッ

ト使用）（６年） 

21 土   

22 日   

23 月  運動会係児童打ち合わせ② 
あいさつ運動（６年）～２７日まで 

24 火 
全校 

(google meet） 
兄弟学年練習（１・６年） 

心臓健診（１年・転入） 

25 水   

26 木  兄弟学年練習（予備日） 

27 金  運動会リハーサル 前日準備 

28 土  運動会（雨天時２９日に順延） 

29 日  
※２８日が雨天の場合、運動会 

を行います。 

30 月  振替休業日 

31 火 
全校 

(google meet） 
運動会の時は1日 

※２８日、２９日が雨天の場合、 

運動会を行います。 

１ 水  ＳＣ面談（２～６年） 

２ 木  新体力テスト① 

３ 金  新体力テスト② 

４ 土   

                                    令和４年度 ５月号 

                               学校だより   

                               ５３３号 

練馬区立富士見台小学校 

                                校長 渋井 和子 

                              
 

富士見台 
http://www.fujimidai-e.nerima-tky.ed.jp/ 
 

児童数配布 

学校教育目標 かしこく やさしく たくましく 

 
他者意識をもつ大切さ 

校長 渋井 和子 

 「三方よし」とは、江戸時代から明治時代に活躍した近江商人（近江：

現在の滋賀県）の商売をするときの考え方です。三方とは、「買い手」「売

り手」「世間」を指します。近江商人は「三方よし」をモットーに、自らの利

益のみを求めることなく、多くの人に喜ばれる商品を提供し続けました。そ

うして少しずつ信用を獲得していったのです。さらには、商売で得た利益を

学校や橋の建設にあて、地位社会に深く貢献したと言われています。 

（三方よしを世界に広める会HPより） 

この「買い手よし」「売り手よし」「世間よし」の「三方よし」という考え方

は、自分という視点だけでなく、他者、集団の視点をもつ大切さを私たちに

教えてくれます。 

  先日、全校朝会で『「三方よし」の考え方を、学校に置き換えて「自分よ

し」「相手よし」「周りよし」と考えてみよう。』と児童に投げかけました。例

えば、本校の児童が遠足で公園に行ったときに、自分のことだけでなく、友

達のことを慮ったり、公園にいる他の子供たちにとっても安心して、安全に

遊ぶことができるように配慮したりする、という意識をもつことが大切であ

ることを伝えました。 

  日常の生活においても、地域の公園で遊ぶとき、電車に乗るときなども

同様のことが言えます。周囲に配慮をしながらも、自分を含めて皆が心地

よく過ごせるための意識をもち、工夫しながら生活してほしいと願っていま

す。   

全校朝会 

今年度の全校朝会では「富士小

ニュース」を不定期に行うことにし

ました。その際に、学年の様子を取

材し、私が感じていることを伝える

ことにしました。 

第１回目のニュースは、「今年度

外壁塗装の工事を行うこと」です。

その関係で、運動会を春に行うこ

とも伝えました。そして、学年特集

は６年生です。最高学年として、い

ろいろな場で頑張っている姿を全

校に伝えました。「次は、あなたの

学年かもしれません！」といってニ

ュースを終えることにしています。 

運動会 

開催の方法を学年ごとに行うか、

兄弟学年ごとに行うかを検討した

結果、今年度の運動会は兄弟学

年ごとに行うことにしました。時程

等詳細につきましては、後日おた

よりを配付します。参観は各家庭２

名まででお願いします。 

植樹式 

昨年度末にライオンズクラブ様か

ら、校庭にシダレザクラを植樹して

いただきました。その植樹式を５月

１２日に行うことになりました。当

日６年生は移動教室に出かけ不

在です。５年生が全校の代表とし

て参加します。 

 

  

 

－学校で、家庭で、地域で学んだことをそれぞれで生かす－ 

 

http://cms.nerima-tky.ed.jp/weblog/index-i.php?id=164


 

 

 

 

 

 

～学びのステーションについて～ 

２階職員室前に、今年度も「学びのステーショ
ン」を設置しています。１年生から６年生までの
算数プリント（東京ベーシック・ドリル）が置い
てあります。学年をさかのぼって、自主的に復習
できるようにするために、プリントは子供が自分
で取ります。プリントの裏に答えが印刷されてい
ますので、各自で丸付けを行うことにしていま
す。年間を通して取り組んだプリントを記録す
る、「学びのステーションカード」を全児童に配布
しました。家庭学習にご活用ください。ご家庭で
もお声がけくださるとありがたいです。 

 

～家庭学習チャレンジ週間について～  

昨年度に引き続き家庭学習チャレンジ週間の取
り組みを行います。宿題以外の学習を自ら計画立
てて行う期間を設けることで、子供たちが自分の
学習を振り返る機会にするとともに、家庭学習の
定着をねらいとしています。今年度は、６月・１
０月・１月に家庭学習チャレンジを予定していま
す。ご家庭でのご協力のほど、よろしくお願いし
ます。 

           

～算数少人数指導について～ 

 算数では、児童一人一人の学習内容の理解度や、
学習を進める速さに合った環境で学べるように、習
熟度別で授業を行います。コース分けは、単元の開
始前に実施するレディネステストなどをもとに決め
ていきます。児童にとって学習がしやすい環境にな
るように配慮しています。各コースは、以下のよう
な分け方とします。 
 
・じっくりコース・・・一つずつじっくりと確実に問

題を解いていくコース 
・てくてくコース・・・ほぼ教科書通りのペースで学

習を進めていくコース 
・どんどんコース・・・どんどん問題を解き、少し難し

い問題にも挑戦するコース 

 
※学年により、コースの名称が異なることや、同じコ
ースが２つになることがあります。各教室での学習
の進み具合を担当同士で確認しながら、それぞれの
教室の実態に合った学習の進め方を展開し、どの児
童も「できた。」「分かった。」と感じられるように指
導してまいります。 

習熟度別算数 二見 梨加 

～交通安全に気を付けて過ごしましょう～ 

 ４月、５月は一年間で一番交通事故が多い月です。 

〇横断歩道で左右を見て渡り、信号を守る。 

〇正しい自転車の乗り方で乗る。 

〇公園や道路での約束、過ごし方を守る。 

 など安全に過ごせるよう、ご家庭でも声をかけてください。 

～給食の白衣と、配膳台カバーの持ち帰りについて～ 

 以下の２点を持ち帰ることがありますので、ご家
庭で洗濯をお願いいたします。 

 

①給食の白衣…その週の当番の児童が持ち帰りま         

      す。 

②配膳台カバー…出席番号順に持ち帰りをします。 

 

～生活指導・学習規律について～ 

本校では、学習するときのきまりとして、子供たちに「学習規律」を指導しております。 

学校の中で、集団で学習するときにとても大切なことです。昨年度までは１０の項目でしたが、今年度は
６つの項目にして、より重点的をしぼって指導していきます。ぜひご家庭でもご承知おき、ご協力をお願い
いたします。 

 

①授業が始まるまでに、机の上に 授業の準備をする。 

◎次に何を学習するのか、意識して行動できるようになるとよいです。 

②チャイム着席する。 

③授業の始めと 終わりはきちんとあいさつする。 

④授業中は、返事をし、正しい姿勢で受ける。 

⑤授業は正しい姿勢で受ける。 

⑥学習に必要のない物や、学習のじゃまになる物は授業中に出さない。持ってこない 

                                     生活指導部  澁谷 歩 

～携帯電話の取り扱いについて～ 

ご家庭の事情により、児童が学校に携帯電話を持
ち込む場合には、校長との面談の上、同意書の記入
が必要となります。新年度になりましたので、面談
を一度しているご家庭は、担任にその旨をお伝えく
ださい。同意書をお渡しします。 

～青少年育成委員をやってくださる方をご紹介ください～ 

 練馬区では小学校ごとに青少年育成委員を１名選出することになっています。区から委嘱され、ジュニア
リーダーの指導等をお願いすることになります。活動日は週末となります。本校では青少年育成委員が現在
空席となっています。本校の保護者の方でご興味のある方、また、どなたかご紹介いただける場合は、副校
長まで連絡をお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。 


